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８－１－１　都市計画マスタープラン
⑴　第２次札幌市都市計画マスタープラン

　「第２次札幌市都市計画マスタープラン」は、
都市計画法第18条の２の規定による「市町村の
都市計画に関する基本的な方針」として、平成
28年３月に策定した都市づくりの全市的指針で
あり、札幌市の都市計画は、これに即して定め
られる。
　なお、札幌市では、平成16年３月に「札幌市
都市計画マスタープラン」を策定したが、その
後約10年が経過し、人口減少・超高齢社会を前
提とした都市づくりが求められることから、前
都市計画マスタープランが掲げる「持続可能な
コンパクト・シティへの再構築」の考え方を踏
襲しつつ、都市を取り巻く課題や、「低炭素都
市づくり」「安全・安心な都市づくり」といっ
た今日的な社会ニーズに対応するため、見直し
を行ったものである。
　　 https://www.city.sapporo.jp/

keikaku/master/

⑵　札幌市立地適正化計画
　「札幌市立地適正化計画」は、都市再生特別
措置法第81条の規定による「住宅及び都市機
能増進施設の立地の適正化を図るための計画」
として、平成28年３月に策定した。この計画は、
都市計画マスタープランの一部とみなすもので、

「集合型居住誘導区域」、「都市機能誘導区域」
及び「持続可能な居住環境形成エリア」を設定
し、市街地区分に応じた人口密度の適正化や、
公共交通を基軸とした各種都市機能の適切な配

置を図ることで、第２次都市計画マスタープラ
ンに掲げる目標の実現を目指すことを目的とし
ている。
　　 https://www.city.sapporo.jp/

keikaku/rich/

８－１－２
市街化区域と市街化調整区域
　都市計画法に基づき、一体的に整備、開発及び
保全する区域として都市計画区域を指定し、その
うち、市街地および市街化を図るべき区域を市街
化区域、市街化を抑制すべき区域を市街化調整区
域に区分している。本市では、昭和45年（1970年）
に当初決定後、人口増加等に対応するため、見直
しを行ってきた。しかし、今後は人口減少社会の
到来が見込まれるなか、都市基盤の維持管理の効
率性確保等のため、市街地の範囲は現状の市街化
区域内とすることを基本としている。

８－１　コンパクトで人にやさしい快適なまち

第２次札幌市都市計画マスタープランの概要

札幌市の都市計画区域
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地 域 地 区 の 指 定 状 況
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８－１－３
用途地域・その他地域地区
　地域地区は、適正な土地利用制限を通じて、機
能的な都市活動の確保、良好な都市環境の保護を
図る都市計画制度であり、指定状況は前頁のとお
りとなっている。
　札幌市ではこれまで、都市計画マスタープラン
に掲げる目標の実現に向け、用途地域をはじめと
する地域地区の見直しを適宜行ってきた。
　今後も必要に応じて、機動的かつ効果的な用途
地域等の見直しを実施し、人口減少や超高齢社会
を見据えた持続可能な都市づくりの推進を図る。

８－１－４　地 区 計 画
　地区計画は、住民と行政が一体となってまちづ
くりを進める都市計画制度であり、地域の特性に
合わせたきめ細かなルールを決め、それを守り育
てることにより住みよいまちづくりの実現を図る
ものである。
　本市では、昭和58年（1983年）に「もみじ台
団地地区計画」を決定して以来、開発行為や土地
区画整理事業等の区域および良好な居住環境が形

成されている住宅団地等の区域について策定を進
め、令和７年10月１日現在170地区（3,651.4ha）
に適用している。

８－１－５　都市再開発方針
　都市再開発方針は、都市計画法及び都市再開発
法に基づき定めるもので、長期的な視点に立って
計画的に再開発を進めるための基本的な考え方を
示した指針である。
　都市再開発方針では、市街化区域のうち、計画
的な再開発が必要な区域を１号市街地、重点的に
再開発の誘導を図る地区を整備促進地区、特に一
体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき地
区を２号地区として指定し、その地域ごとの再開
発の目標や方針などを定めている。
　　https://www.city.sapporo.jp/toshi/

saikaihatsu/hoshin.html

８－１－６　市街地再開発事業
　この事業は、生活環境の改善が必要な市街地に
おいて、不燃化された共同建築物の建築に併せ、
公開空地の確保や公園、道路等の公共施設の整備

都 市 再 開 発 方 針 の 概 要
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を一体的・総合的に行い、安全で快適な都市環境
の創造を目指すものである。
　本市では、令和７年10月１日現在、31地区で事
業又は工事が完了している。
　現在の状況としては、工事完了地区を除き「北
５西１・西２地区」、「北４西３地区」及び「大通
西４南地区」が事業中である。
　　https://www.city.sapporo.jp/toshi/

saikaihatsu/redevelopment/

８－１－７　優良建築物等整備事業
　市街地の環境改善、良好な市街地住宅の供給等
の促進を図るもので、国の制度要綱に基づく事業
である。一定割合以上のオープンスペースの確保、
土地利用の共同化、高度化等を行う優れた建築物
等の整備に関して、共同通行部分やオープンスペー
ス等の整備補助を行うものである。
　この制度は、国が昭和59年度に要綱を創設した
ことを受けて本市が60年度から実施しているも
ので、令和７年10月１日現在、24地区で事業が
完了している。

https://www.city.sapporo.jp/toshi/saikaihatsu/
redevelopment/shikumi/shousai/yuryo.html

８－１－８
再開発促進助成制度
　この制度は、再開発事業等によりまちづくりを
積極的に進めようとする団体に対して、その団体
が行う基本構想の作成、調査研究などに要する費
用の一部について、年間50万円を限度に補助し、
住民自らの手によるまちづくりの促進を図るもの
である。

https://www.city.sapporo.jp/toshi/saikaihatsu/
redevelopment/shikumi/shousai/sokushin.html

事業中の地区（令和７年10月１日現在）

▲北４西３地区　完成イメージ
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型土地区画整理事業の活用など、新たな土地区画
整理事業の役割を検討していく。
　　https://www.city.sapporo.jp/toshi/

kukaku/shikichiseijo/shikichiseijo.html

８－１－10
住宅団地の造成について
　札幌市の住宅団地造成は、居住環境の良好な宅
地供給と健全な市街地の開発を目的として、市自
らが事業主体となって宅地の造成と分譲を行う事
業であり、昭和38年度の青葉町団地を皮きりに、
これまで５地区の大規模団地造成事業を実施した。

８－１－11　宅地開発と宅地指導
【開発指導課】
　　https://www.city.sapporo.jp/toshi/takuchi/

⑴　都市計画法に基づく許可等
　民間宅地開発に対する規制・指導は、昭和41
年１月の「住宅地造成事業に関する法律」に始
まり、45年７月から「都市計画法」の開発許可
制度が適用された後は、公共施設の整備等を内
容とする開発許可基準に従って行われている。
　また、本市は、昭和48年７月に「札幌市宅地
開発要綱」を制定し、法の許可基準だけでは補
完しきれない公共・公益施設用地の先行的確保
等を図ってきており、２度の全面改正を経て、
事業負担の一層の緩和や指導内容の合理化、明
確化を進めながら、開発事業者の理解と協力の
下に、良好な市街地の形成に向けて積極的に取

８－１－９
土地区画整理事業によるまちづくり
　土地区画整理事業は、道路、公園、河川等の公
共施設を整備・改善し、土地の区画を整え宅地の
利用増進を図る事業である。
　札幌市における土地区画整理の施行済・施行中

（令和７年10月末現在）の累計は、121地区6,419.6
haであり、市街化区域面積の約26％を占めている。
　現在、札幌市中心部から北へ約９㎞に位置した
ＪＲ篠路駅東側の既成市街地において、交通結節
点としての機能不足、ぜい弱な社会基盤、歩行者
ネットワークの未整備などといった課題の解消を
目指し、令和２年度からは、鉄道高架と土地区画
整理による一体的なまちづくりを進めている。

【区画整理事業担当課】
　　https://www.city.sapporo.jp/toshi/

kukaku/jigyo/kukaku.html

　なお、今後は、敷地が細分化され、低未利用地
が点在している街区において、簡易な公共施設の
整備と併せ、敷地の整序・集約化を行う敷地整序

住宅団地造成事業

土地区画整理事業施行区域及び面積
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てきた。
　住区整備基本計画に基づき整備を進めてきた
道路・公園・学校については、人口減少・超高
齢化社会の到来などを見据え、地域特性に応じ
た柔軟な対応が求められることから、各施設ご
とに個別計画を策定し、令和３年度からはこれ
らを踏まえた指導・調整を行っている。
　また、住宅需要の増加に対応し、厚別副都心
の直接後背地として副都心の育成・助長を図る
ため昭和49年に策定した「札幌市東部地域開
発基本計画」に基づき民間開発の指導・調整を
行い、良好な市街地形成の促進に努めている。

⑶　宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可等
　盛土や土石の堆積による「がけ崩れ」や「土
砂の流出」などによる災害を防止し、市民の生
命や財産を保護する観点から、危険な盛土を全
国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及
び特定盛土等規制法」が令和５年５月26日に
施行された。
　法施行をうけて、札幌市は令和７年４月１日
に市内全域を規制区域（宅地造成等工事規制区
域又は特定盛土等規制区域）に指定した。
　規制区域内で一定規模以上の造成工事等を行

り組んできた。
　本市の宅地開発は、都市計画法施行から数年
間がピークであり、いわゆるバブル経済の崩壊を
契機に不動産不況を中心としたデフレ傾向が顕
著となって以降は、許可実績は減少傾向にある。
　また、平成18年には、今後の人口減少・少子
高齢化の進展を見越して、都市の秩序ある整備
を図ることを目的に都市計画法が改正され、市
街化調整区域における大規模開発制度が廃止さ
れた。
　これらの要因が、既成市街地内における開発
適地の減少と相まって、許可実績の減少をもた
らしており、この傾向は当面続くものと予想さ
れる。
　なお、令和６年度末までの状況をみると、本
市の都市計画法に基づく市街化区域内の開発許
可件数は、2,929件、許可面積は4,254haで、市
街化区域面積の約17％となっている。

⑵　宅地開発指導調整
　本市では、急激な人口増加による郊外部の無
秩序な市街化を防ぎ、計画的な公共施設整備を
図るため、昭和48年に「住区整備基本計画」を
策定し、開発行為や建築行為の指導・調整を行っ

許認可件数及び面積の推移
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８－１－13　空き家対策
　既存の住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズの
変化等に伴い、空き家が年々増加傾向にあり、そ
の中には、適切に管理されていない空き家もあ
る。このような空き家が引き起こしている問題は、
防災・防犯、衛生・環境など多岐にわたっている
ことから、所有者等に対して「空家等対策の推進
に関する特別措置法」に基づいて助言・指導等を
行うほか、倒壊等の危険のある空き家を対象とす
る除却費用の一部を補助する制度などを通じ、空
き家の適切な維持管理を促している。
　　https://www.city.sapporo.jp/toshi/

k-shido/akiya-tekiseikannri.html

８－１－14
中高層の建築紛争の調整
　中高層建築物の建築に関する紛争の予防と早期
解決に向けた調整のための手続きを定めた「札幌
市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に
関する条例」に基づき、標識設置届を受理し、近
隣関係住民からの相談対応や仲介、調停を行って
いる。

う場合は、あらかじめ市長の許可が必要となる。
　また、人工衛星画像の解析、市民投稿フォー
ムの運用、パトロールの実施により、無許可盛
土を監視し、災害の防止に努めている。

⑷　宅地防災工事資金貸付制度
　よう壁などに対して、宅地造成及び特定盛土
等規制法（改正前の宅地造成等規制法も含む）
に基づく改善命令又は勧告などを受けた方や団
体を対象に、防災工事費の一部を貸し付ける制
度である。

８－１－12　建 築 指 導
　建築確認申請の審査及び検査、指定確認検査機
関の指導、違反建築物の是正指導、防災上危険な
建物の査察・指導等を行うとともに、地区計画や
建設リサイクル法の届出審査、建築協定や総合設
計制度等の各種許可・認定制度等を活用して、良
好な住環境と市街地の形成を促進するよう取り組
んでいる。

建　築　確　認　件　数

住　宅　の　確　認　戸　数
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８－１－15　土 地 対 策
　昭和40年代後半の投機的土地取引が地価の高騰
や乱開発を招いたため、国土利用計画法により土
地価格の規制が行われてきたが、バブル崩壊後の
地価下落傾向や経済・社会・土地をめぐる状況の
変化を踏まえ、平成10年から土地政策の目標が地
価の抑制から土地の有効活用へと転換された。
　そのため、①バブルのような地価の高騰を再び
引き起こすことの無いよう、引き続き地価や土地
取引の動向を把握するとともに、適切な土地利用
が図られるよう誘導する②市民に地価情報を提供
するしくみを充実させることで、土地の有効活用
につながる土地取引の活性化を図る必要がある。

⑴　土地取引の規制（土地売買等の届出）
　一定規模以上の土地売買等を行ったときは、
国土利用計画法に基づく届出が義務付けられて
おり、届出を受けた土地の利用目的について審
査を行い、必要に応じて土地利用の助言や指導
等をしている。
　なお、今後地価が相当程度上昇または上昇の
おそれがあり、適切な土地利用に弊害がある場
合は、あらかじめ区域を指定し、土地の利用目
的の審査に加え、土地価格の規制を行うことと
している（札幌市では現在区域の指定は無し）。

⑵　地価情報の提供
　市内の主要地点の土地価格を調査し、土地取
引の指標として公表する制度として、国の「地
価公示」と北海道の「北海道地価調査」がある。
本市では、ホームページ「地価情報（地価公示・
地価調査）」を公開するなど、市民に対し広く
地価情報を提供するよう努めている。

【地価情報（地価公示・地価調査）】
　 https://www.city.sapporo.jp/keikaku/

chika/

８－１－16　町 名 整 備
　町名整備とは、町の境が不明瞭又は町の区域が
広すぎるなどのために分かりにくい町名を解消す
るため、道路・河川等で区画し、町名を分かりやす
くするもので、令和６年度までの実施面積は市街
化区域の約99％（24,705ha/25,034ha）である。

８－１－17　住 居 表 示
　従来からの町名と土地の地番（○番地○）で表
わされている住所では、地番が飛んでいたり、一
つの地番に複数の建物が建っているなどの理由に
より、分かりにくいものとなっている。住居表示
はこれを解消するため、一つの町の中に街区（○番）
を区切り、建物に一定の順番で番号（○号）を付
けて、分かりやすい住所（〇番〇号）とする制度で、
本市では、昭和47年度から実施し、令和６年度ま
でに市街化区域の約93%（23,377ha/25,034ha）
に達している。
　　https://www.city.sapporo.jp/shimin/

koseki/jukyo-hyoji/

８－１－18
公共交通ネットワークの充実
⑴　公共交通を軸とした交通体系の実現

　人口減少社会の到来や少子高齢化の一層の進
行、地球環境問題への対応を踏まえると、公共
交通の役割はますます高まってきている。
　そのため、ハード・ソフト両面から公共交通
の利便性向上等の質的充実を図ることにより、
公共交通を軸とした持続可能な交通体系を確立
する。
　また、利便性の高い都心・地域交流拠点での
暮らしや、自然と調和したゆとりある郊外での
暮らしなど、多様な暮らしを支える地域特性に
応じた交通体系を構築する。
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輸送需要の増大と幹線道路の渋滞、冬季の交通
障害に対処するために整備を進め、現在では３
路線48.0㎞の整備を完了した。
　札幌の地下鉄は、快適性を追求して国内の地
下鉄で初めてのゴムタイヤによる中央案内軌条
方式を採用した。また、高い安全性と徹底した
省力化を図るコンピュータ管理方式の導入など
新しい技術を随所に駆使している。
　こうした技術面に加え、昭和48年には全国に
先がけて市営バス、電車との乗継料金制度をス
タート、54年からは市内民営バス１事業者とも
実施した（現在は５事業者と実施）。
　平成４年11月からは地下鉄でウィズユーカー
ドを導入したほか、９年４月からは民営バスの
市内全域にも使用できるプレミアム付共通ウィ
ズユーカードを発売し、総合的なカードシステ
ム体系を確立した。11年12月からは、各線の
両端駅の始発時刻を午前６時、終発時刻を午前
０時とし、地下鉄の営業時間を拡大した。
　平成16年10月からは、地下鉄専用休日１日
乗車券「ドニチカキップ」を発売し、21年１月
からは、ＩＣカード「ＳＡＰＩＣＡ」を導入。
さらに、25年６月からは、地下鉄・バス・電車
でのＳＡＰＩＣＡの共通利用を開始するなど、

⑵　交通結節点
　交通結節点とは、異なる交通手段を相互に連
絡する乗り換え施設である。札幌市の交通体系
は、大量輸送機関である地下鉄やＪＲを基軸と
し、後背圏からバスを接続させることを基本と
している。この公共交通ネットワークが十分に
機能するためには、各交通機関が相互に連携し、
スムーズな乗り換えを実現する交通結節点が重
要となる。
　駅を中心とする交通結節点には、徒歩、自転車、
バス、タクシー、自家用車など多くの交通が集
中することから、駅前広場やバスターミナルな
どの整備を進めてきた。
　バスターミナル等の施設整備はほぼ充足して
きている状況であり、今後は老朽化した施設の
効率的かつ計画的な改修を図るとともに、施設
ごとの利用実態や特性を踏まえ必要な機能の確
保に努める。

⑶　地　下　鉄
　札幌市の地下鉄は、昭和46年12月に南北線「北
24条～真駒内」間12.1㎞の営業を開始した。全
国では、東京、大阪、名古屋に次ぎ４番目であっ
た。その後、札幌市は、急激な人口増加に伴う

地　下　鉄　輸　送　状　況
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利用客へのさらなるサービスと利便性の向上を
図っている。なお、共通ウィズユーカード等は
27年３月末に利用を停止した。
　地下鉄は札幌市の積雪寒冷の気象条件に左右
されず、かつ、エネルギー効率の面でも優れた
輸送機関であり、札幌の公共輸送機関の主役を
担っている。
ア　輸 送 状 況

　現在、南北線は20編成（６両編成）、東西
線は24編成（７両編成）、東豊線は20編成（４
両編成）で乗客の輸送に当たっており、令和
６年度は１日平均約629,794人を輸送し、乗
車料収入は１日平均約121,598千円となって
いる。

イ　駅　施　設
　地下鉄全駅において視覚障がい者誘導用ブ
ロックの敷設、身障者トイレのオストメイト
化、出入口・改札口・トイレの音声・音響案
内設備装置、駅構内・トイレの触地図設置等
バリアフリー化の計画を一旦完了するととも
に、平成23年７月に全駅でエレベーターの設
置が完了した。
　また、地下鉄火災からお客様を守るため、
国の火災対策基準に照らし、避難通路や排煙
設備等の整備を実施するとともに、ホームで
の転落事故や列車との接触事故を防ぐため、
全駅に可動式ホーム柵を設置した。

ウ　地下鉄各路線の特色
ア　南北線（麻生～真駒内）

　南北線は昭和46年12月に開業した最初
の路線であり、特に平岸～真駒内間では高
架式を採用し、その結果、積雪対策として

走行路面をシェルターで覆っているところ
に特色がある。
　平成７年度から導入した5000形車両は１
両18ｍ４ドアとして混雑緩和を図るととも
に、車内放送の自動化と車内に次駅案内表
示装置を設置し、乗客サービス機器の充実
を図っている。
　また、平成24年度には、全駅への可動式
ホーム柵の設置が完了し、25年４月より
ATO（自動列車運転装置）を使用したワン
マン運転を実施している。

イ　東西線（宮の沢～新さっぽろ）
　東西線は２番目に開業した路線として、
南北線に比べ、車両の大型化、第三軌条に
よる集電方式を架空線方式へ変更、輸送人
員の増加に対応できるようにホームを延長
するなどの改善を図った。
　また、昭和57年３月に開業した延長部（白
石～新さっぽろ間）では、電力管理システ
ム等の一層の効率化、廃熱回収システムお
よび東車両基地～ひばりが丘駅間の自動回
送（無人運転）システム等を取り入れた。
　平成11年２月には、琴似～宮の沢間２㎞
が延長開業し、さらに、20年度、6000形車
両から新型車両の8000形への更新と、全
駅への可動式ホーム柵の設置が完了した。
　平成21年４月からATOを使用したワン
マン運転を実施している。

ウ　東豊線（栄町～福住）
　東豊線は昭和63年12月に３番目の路線
として栄町～豊水すすきの間が開業し、平
成６年10月には、豊水すすきの～福住間5.5

地下鉄路線の概要一覧



都市空間

第 ２ 部

○－－－－－－－第２部８章　都市空間

市
政
の
概
況

153

軌道から事業を譲り受け、８系統16.3㎞、車両
63両で運行を開始した。路面電車は市の発展と
ともに順次路線を拡大し、最盛期にあたる39年
には路線総延長が約25㎞となったが、自動車交
通量の増加により輸送力が低下し、46年の地下
鉄南北線開業以降、数次にわたり路線を廃止し、
49年からは１系統8.5㎞となった。
　平成13年度からは、乗客の減少傾向や施設の
老朽化などによる、経営の急速な悪化を懸念し
て、存廃を含めた事業の方向性の検討を始め、
17年２月には、路面電車を存続させ、これを都
心まちづくりに活用する方向性を決定した。
　その後、まちづくりと一体となった延伸ルー
トや事業実現の可能性等についての検討を行い、
平成22年３月に「札幌市路面電車活用方針」を
まとめ、路面電車事業の経営基盤の強化やまち
づくりへの活用を図るため、路線の延伸を実施

kmが延長開業した。
　平成13年６月にオープンした札幌ドーム
で開催されるイベントの観客輸送の大役を
担っている。
　平成28年６月には、7000形車両から新型
車両の9000形への更新が完了した。9000
形車両はユニバーサルデザインの導入や消
費電力が少ない機器を使用するなど、「人
と環境にやさしい地下鉄」となっている。
　また、平成28年度には全駅への可動式ホー
ム柵の設置が完了し、29年４月からATO
を使用したワンマン運転を実施している。

⑷　路 面 電 車
　札幌に路面電車が登場したのは、「北海道大
博覧会」が開催された大正７年８月のことであ
り、その後の昭和２年12月、札幌市が札幌電気

乗継施設等整備状況（令和 5 年 10 月 1 日現在）
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すべきであるとの考え方を示した。この方針に
基づいて24年４月に、「札幌市路面電車活用計
画（ループ化編）」を策定した。
　また、平成25年４月には、地域公共交通の活
性化及び再生に関する法律に基づいて、路線の
ループ化や新型低床車両の導入、既設線の整備
等の事業を「札幌市軌道運送高度化実施計画」
に位置付け、国土交通大臣の認定を受けた。27
年12月にループ化を実施し、現在は１系統8.9
kmでの運行となっている。
　さらに、令和元年11月に国土交通大臣より「札
幌市軌道運送高度化実施計画」の変更認定を受
け、２年４月、路面電車事業に「上下分離方式」
を導入した。これにより、札幌市が施設・車両
等の保有・整備を担い、一般財団法人札幌市交
通事業振興公社が旅客運送を担う形となり、経
営基盤の強化、安全管理体制の維持及び利用者
サービスの向上に努めている。
　令和６年11月には、「札幌市地域公共交通計
画」を策定し、引き続き既存の路面電車のまち
づくりへの活用や持続可能な運営基盤の確立に
向けた取組を進めている。

⑸　バ　　　ス
　札幌市のバス事業は、昭和５年10月に営業を
開始したことに始まり、その後の市勢の拡大と
ともに順次路線を延伸拡大させてきたが、46年
の地下鉄南北線開業を契機に、バス路線を地下
鉄駅に短絡することを方針として、地下鉄路線
の開業のつどバス路線の再編成を行ってきた。
　その一方で、乗客サービスの向上や利便性の
確保に努めたが利用者の減少に伴い、厳しい経
営状況が続いていた。加えて、需給調整規制の
撤廃を主な内容とする乗合バス事業の規制緩和
が平成14年２月に実施され、事業環境はますま
す厳しくなることが予想されたことから、市民
負担の総体的な軽減のため、市営バス路線を段
階的に民営事業者に移行し、15年度末に74年
間続いた市営バス事業を廃止した。
　その後、平成21年４月に「札幌市バス路線維
持基本方針」をまとめ、補助制度を核として、
市内のバス路線を維持するための取組を行って
きたが、コロナ禍を経た利用者減少や乗務員不
足など、バス事業を取り巻く環境は悪化してお
り、路線廃止や減便等が行われている。
　このような状況を踏まえ、持続可能な公共交

路面電車輸送状況
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　なお、都市計画法に基づき都市計画道路とし
て定めている道路は、令和６年度末現在301路
線で、総延長は約874kmである。

⑵　環状通整備事業
　環状通は、西５丁目・樽川通を起点とし、都
心の外周を通って創成川通を終点とする延長約
22.7kmが都市計画決定されており、「道央都市
圏の都市交通マスタープラン」の骨格道路網「２
高速３連携２環状13放射道路」のうち、６車線
の内環状道路として機能するほか、第１次緊急
輸送道路に指定されており、本市の道路ネット
ワーク上非常に重要な路線である。
　本事業は、４車線となっている西７丁目通か
ら米里・行啓通区間約2.2kmにおいて、都心交
通の円滑化および地域防災力向上を目的に、拡
幅による６車線化及び電線共同溝整備を行うも
のである。
ア　区間：中央区南19条西7丁目～中央区南14
　　条西18丁目
イ　延長： 2,210ｍ
ウ　幅員： 幅員27ｍ

通ネットワークの構築に向けて、令和６年11月
に「札幌市地域公共交通計画」を策定した。バ
スについては、現状の面的なネットワークの維
持を基本としつつ、他の公共交通機関との役割
分担を踏まえた運行効率化や、やむを得ない路
線廃止が生じる場合には、必要に応じて代替交
通手段を導入するなどし、地域の移動手段の確
保を図っていく。

⑹　モビリティ・マネジメント
　公共交通の利用促進の取組として、公共交通を
含めた多様な交通手段をかしこく利用できるよ
う、小学校における交通環境学習を実施するなど
の取組を行っている。

８－１－19
市民への公共交通情報提供
　市民が公共交通を手軽に利用できるよう、イン
ターネットで市内の駅・停留所の時刻表、出発地
から到着地までの乗り継ぎ経路などの情報が検索
できる「さっぽろえきバスナビ」を平成15年度か
ら運営している。これまで、検索画面のリニュー
アルや、多言語化、スマートフォン対応、バスロ
ケーション機能の追加など使いやすさの向上を
図っている。また、16年度からは、市のコールセ
ンターオペレーターがえきバスナビを使って問い
合わせに答える電話案内サービスや、地下鉄の運
休情報をお知らせするサービスを提供している。

【さっぽろえきバスナビ】
　　　 https://ekibus.city.sapporo.jp/

【えきバス・テル】（札幌市コールセンター）
　問い合わせ先　℡ 011-222-4894　年中無休、
　　　　　　　　８時00分～ 21時00分

８－１－20
道路ネットワークの充実
⑴　道路ネットワーク

　本市の道路ネットワークは、２高速３連携２
環状13放射道路で構成される骨格道路ネット
ワークとそれを補完する幹線道路ネットワーク
により構成され、市民生活や経済活動を支える
ほか、災害時の輸送経路となるなど重要な役割
を担っている。今後は、拡幅整備などにより機
能を強化するとともに、交通の分散化や交差点
改良といった既存道路の活用により自動車交通
の円滑化を図っていく。

＜整備箇所図＞

＜整備済み区間（南19条西９丁目付近）＞
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⑷　道路等の用地取得
　道路及び河川の新設や拡幅等のための用地取
得は、社会資本整備の推進を図るうえで必要不
可欠であり、社会的、経済的、法的側面を総合
的に考慮し、慎重かつ計画的に進めていく必要
がある。
　そのため、公共事業の必要性について関係者
の理解を得るとともに、用地買収に伴う種々の
制度、基準及び都市計画法、租税特別措置法、
民法等の広範な法の適用をもって、公共用地確
保の促進に努めている。

⑶　屯田・茨戸通（主要道道札幌北広島環状線）
　整備事業

　本事業は、主要道道札幌北広島環状線のうち、
未整備となっている花川通から国道231号（創
成川通）までの区間である屯田・茨戸通を整備
するものである。
　主要道道札幌北広島環状線は、西区宮の沢の
国道５号を起点とし、北区新琴似・屯田地区、
東区中沼地区を経由し、江別市・北広島市に至
る延長約42.3kmの道央都市圏の主要幹線道路
であり、「道央都市圏の都市交通マスタープラ
ン」においても、骨格道路網を構成する連携道
路として位置付けられている重要路線である。
　本事業の整備は、環状方向の交通需要への対
応や、交通の分散による都市部の混雑緩和を目
指すものであり、高架橋を含む道路整備を行う。
ア　区間：北区屯田町～北区東茨戸１条
イ　延長：約4,450m（高架・擁壁区間約720ｍ）
ウ　幅員：一般部33ｍ、高架橋梁部25.8ｍ

道 路 用 地 等 取 得 状 況

＜整備箇所図＞

＜完成イメージ＞
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道　路　事　業　等　の　状　況

管　理　別　道　路　現　況

管 理 別 橋 り ょ う 現 況


